
 

聖

籠

町

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

 

平

成

二

十

三

年

三

月

三

十

一

日

 

聖

籠

町

長

 
 

渡 

邊 

廣 

吉

 
 

聖

籠

町

規

則

第

十

四

号

 

 
 

 

聖

籠

町

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則
 

 

聖

籠

町

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

七

年

聖

籠

町

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

一

条

第

一

項

第

十

九

号

中

「

職

員

の

現

住

居

が

滅

失

し

、

又

は

損

壊

し

た

場

合

で

、

職

員

が

当

該

住

居

の

復

旧

作

業

等

の

た

め

」

を

「

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

場

合

で

、

職

員

が

」

に

改

め

、

同

号

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

ア

 

職

員

の

現

住

居

が

滅

失

し

、

又

は

損

壊

し

た

場

合

で

、

当

該

職

員

が

そ

の

復

旧

作

業

等

を

行

い

、

又

は

一

時

的

に

避

難

し

て

い

る

と

き

。

 

イ

 

職

員

及

び

当

該

職

員

と

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

者

の

生

活

に

必

要

な

水

、

食

料

等

が

著

し

く

不

足

し

て

い

る

場

合

で

、

当

該

職

員

以

外

に

は

そ

れ

ら

の

確

保

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

。

 

 

第

十

一

条

第

一

項

第

二

十

一

号

中

「

災

害

時

に

お

い

て

」

を

「

災

害

又

は

交

通

機

関

の

事

故

等

に

際

し

て

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


